
          事 務 連 絡 

                              平成２８年１１月２日 

 

各都道府県教育委員会指導事務主管課 

各指定都市教育委員会指導事務主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課  

附属学校を置く各国立大学法人担当課 御中 

小中高等学校を設置する学校設置会社を所

轄する構造改革特別区域法第１２条第１項

の認定を受けた各地方公共団体の担当課 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

 

 

「いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のとりまとめ」について 

 

平素より、文部科学行政に御理解・御協力を賜り誠にありがとうございます。 

平成２８年度いじめ防止対策協議会において「いじめ防止対策推進法の施行状況に関す

る議論のとりまとめ」（以下「議論のとりまとめ」という。）が策定され、本日、初等中等

教育局長に提出されました。 

今後、文部科学省として、議論のとりまとめで示された「対応の方向性」に従い、いじ

めの防止等のための基本的な方針（平成２５年１０月１１日文部科学大臣決定）の改訂を

含め、必要な対応を検討してまいります。 

つきましては、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町

村教育委員会等に対し、都道府県にあっては所轄の私立学校に対し、国立大学法人にあっ

ては附属学校に対し、株式会社立学校を認定した市町村担当部課にあっては認可した学校

に対し、別添の議論のとりまとめを送付願います。 

また、今後の国の対応と並行して、今般示された「対応の方向性」を参考として、管下

の学校におけるいじめの防止等の対策について、必要に応じた改善を進めていただくよう

お願いします。 
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